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能登町立柳田中学校いじめ防止基本方針 

１ いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 

（基本理念） 

  いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人

格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。

したがって、本校では、すべての生徒等がいじめを行わず、及び他の生徒に対して行われるいじめを

認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に

関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。 

  いじめのない学校をつくるために、「能登町立柳田中学校いじめ防止基本方針」を策定する。 

（いじめの定義） 

  「いじめ」とは、本校に在籍している生徒等に対して、本校に在籍している等の一定の人的関係

にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であり、いじめを受けた生徒等が心

身の苦痛を感じているもの。  

（いじめの禁止） 

  本校生徒及び教職員は、いじめを行ってはならない。 

  本校生徒は及び教職員は、いじめ根絶に向けて取り組む。 

  本校生徒と教職員は、学校生活全体を通して仲良く助け合い、思いやりのある関係を創造すること

に努める。 

（学校及び職員の責務） 

  いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保

護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじ

めが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。 

 ＜重点＞ 

 ○いじめは、「どの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」ものであることを、十分に認識し、「い

じめは人間として絶対に許されない」という意識を、学校教育全体を通じて、生徒一人一人に徹底

する。 

 ○生徒、教職員の人権感覚を高める。 

 ○生徒と生徒、生徒と職員、職員と職員をはじめとする校内における温かな人間関係を築く。 

 ○いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決する。 

  けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生する場合があるので、注意深く観察 

  する。 

※（いじめの定義）に関わらず、その訴えを真摯に受け止め、生徒を守るという立場に立って事実

関係を確かめ、対応にあたる。 

 ○いじめ問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深める。 

  以上の５つのポイントに重点を置いて取組を進める。 

 

２ いじめの防止等のための対策の基本となる事項 

（１）基本施策 

 ① 学校におけるいじめの防止 

  ア いじめは人間として絶対に許されないという雰囲気を学校全体に醸成していき、いじめに繋が

る様な些細なことでも見逃さないよう組織的に取り組む。 

    ※一教員で問題を抱え込むことなく、管理職・生徒指導主事への報告や、同僚への協力を求め

る意識を持つ。《例：生徒理解の会を週 1 回開く（金曜日職朝）》 

  イ 豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、教育活動全般を通じて、

道徳教育及び体験活動等の充実を図り、生徒の自己有用感・自己肯定感を高められるように努

める。《例：地域の方を招いて行う授業、遠足、修学旅行》 
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  ウ 保護者他、関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う諸活動を支援

する。《例：人権集会・挨拶運動》 

  エ いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な措置として、外部講師に

よる講演会や全校集会等を実施する。《例：各種講演会》 

  オ 生徒が自己実現を図れるように、わかる授業づくりに努める。《例：校内授業研究・学び合い

学習》 

 ② いじめの早期発見のための措置 

  ア 小さなサインを見逃さない取組 

   ・日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築に努める。《例：部活動・休み時間等》 

   ・「生活ノート（自分ログ）」「部活動日誌」等を活用して、交友関係や悩みを把握する。 

   ・教職員相互が積極的に生徒の情報交換を行い、情報を共有する。 

《例：生徒理解の会を週 1回開く》 

  イ 在籍する生徒に対する定期的な調査の実施 

   ・「学習・生活アンケート」調査････････････････････毎月 

   ・「Ｑ－Ｕ（楽しい学校生活を送るためのアンケート）」調査･･････年２回（５月・１１月） 

  ウ 教育相談体制の充実 

   ・保健室や相談室の利用、電話相談窓口について広く周知する。 

   ・学級担任による教育相談･････････････････年２回（５月・２月） 

   ・相談者選択制の教育相談･････････････････年１回（１０月） 

   ・スクールカウンセラー、ハートフル相談員等の効果的な活用を図る。 

   ・他機関の紹介と連携 

 ③ いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上 

  ア いじめの防止等の対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、職員の資質向上を図る。 

   ・国立教育政策研究所資料等の活用 

   ・いじめ対応アドバイザーによる助言（年２回） 

   ・特別支援学校から講師を招いての校内研修 

 ④ ＳＮＳ等を通じて行われるいじめへの対応 

  ア 生徒及び保護者に対して必要な啓発活動を実施する。 

   ・学級活動の時間等に情報リテラシー講演会等を開催する。 

   ・保護者を対象に、「非行・被害防止講座」を実施し、いじめ問題に対する理解を深めるととも

に、家庭で果たすべき役割等について考える機会とする。 

 

（２）いじめの防止等に関する措置 

 ① いじめの防止等の対策のための組織「いじめ問題対策チーム」の設置 

   いじめの防止、いじめの早期発見、及び、いじめへの対処に関する措置を実効的に行うため、「い

じめ問題対策チーム」を設置する。 

〈構成員〉 

  〇校長、教頭、生徒指導主事、教育相談担当、養護教諭、各学年担当、部活動担当（定例構成員） 

  〇スクールカウンセラー、ハートフル相談員、いじめ対応アドバイザー（事案により参加） 

〈活 動〉 

ア いじめの早期発見に関すること。 

 イ いじめの防止に関すること。 

 ウ いじめ事案への対応（情報収集・判断）に関すること。 

 エ いじめが心身に及ぼす影響、その他、いじめ問題に関する生徒理解を深めること。 

 オ いじめ事案への対応等の検証・報告を行い、本方針等の見直しを行うこと。 

〈開 催〉 月１回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催する。 
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 ② いじめに対する措置 

  ア いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行う。 

  イ いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受

けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的

に行う。 

   ウ いじめを受けた生徒が、安心して教育を受けられるために必要と認められる学習環境を保護者

と連携を図りながら整える措置を講ずる。《例：一定期間、別室等において学習する》 

  エ いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と

共有するための必要な措置を講ずる。 

  オ 重大事案への対処は（３）に規定する。 

③ 特に配慮が必要な生徒についての対応 

  ア 障害のある生徒に関わるいじめについては、教職員が個々の生徒の特性への理解を深めるとと

もに、個別の教育支援計画等を活用し、情報の共有化を図る。保護者との連携も密にする。 

  イ 海外から帰国した生徒や外国人の生徒、外国人の保護者を持つ生徒についても、その理解を深

め、必要な支援を行う。 

  ウ 性的マイノリティーに対する正しい理解を促進し、学校として必要な対応をとる。 

  エ 災害等の被害を避けて避難している生徒については、心のケアを適切に行い、いじめの未然防

止に努める。 

 ※ 上記の生徒を含め、学校として特に配慮が必要な生徒については、日常的に、該当生徒の特性

を踏まえた適切な支援行うとともに、保護者との連携を密に行う。 

④ いじめの解消 

   いじめが「解消している」状態とは、「いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間継続して

いること。（相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする）」かつ「被害生徒本人が心身の苦痛

を感じていないこと。（被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか

を面談等で確認すること）」の少なくとも２つの要件が満たされている必要がある。ただし、これら

の要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断する。 

 

（３）重大事案への対処 

  いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席す

ることを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対処を行う。 

 ① 重大事態が発生した旨を、能登町教育委員会や所轄警察署等に速やかに報告する。 

 ② 能登町教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。 

   ※事案内容により、構成員については教育委員会と検討し、校長が任命する。 

 ③ 上記の組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 

④ 上記調査結果については、能登町教育委員会に報告するとともに、いじめを受けた生徒・保護者

に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。 

  

 

（４）取組への評価 

生徒アンケート、保護者アンケート、教職員アンケートに「いじめの早期発見・早期対応についての

取組に関する項目」を加え、その結果もとに年度ごとの評価をおこなう。評価は、「学校評価委員会」に

おいて検討し、その結果を保護者に公表するとともに、次年度の取組の改善に生かす。 

 

 

（５）その他 

  この基本方針は、今後、能登町立柳田中学校「いじめ問題対策チーム」において継続的に点検・見

直しをすすめ、学校の状況に応じた適切な改訂を行うものとする。 
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（６）いじめ問題に対する校内体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

【校長をトップとするチームでの体制】 

 いじめを見逃さない学校づくり  外部に開かれた風通しのよい学校づくり 

⇒ 子ども達が安心して学ぶことができる環境を整える 

能登町立柳田中学校 

能登町教育委員会 

報告 

派遣要請 依頼 

相談・報告 助言 

警 
 
 

察 

児
童
相
談
所 

他
の
外
部
機
関 

いじめ問題対策チーム 

 

いじめ対応 

アドバイザー 
 
学校内での解決に

向けた助言を行う 

・いじめを見逃さない学校づくり 

・学校や教職員の対応力向上 

・基本方針の策定・周知 

・風通しのよい学校づくり 

・アンケート及び Q-U の分析 

・生徒指導主事 

・教育相談担当 

・養護教諭 

・各学年担当 

・部活動担当 

個別案件対応班 

情報収集・共有 対応策の検討 

役割分担 報告・説明 評価・再検討 

連 

絡 

・ 

調 

整 

ＰＴＡ 

地域 

チームでの役割分担に沿った適切な対応 

 

※教頭 ※学年代表 ※生徒指導 

主事 

県教委 

．．．．能登町いじめ防止基本方針⇒柳田中いじめ防止基本方針 

能登町いじめ問題対策連絡協議会 

いじめ対応アドバイザー 

学識経験者 弁護士 医師 臨床心理士 警察 OB 退職校長 等 

※学校からの要請に基づき専門的見地から助言 

☆平素からのいじめ対策 

「※」⇒担当する教職員の例 
周辺 

生徒 

加害生徒 

及び保護者 

被害生徒 

及び保護者 

※教育相談

担当 

教 頭 

校 長 
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【主な関係機関連絡先】 

 

 令和７年４月１日 

 

 

学校医 生垣 博行 ７６－０００１ 

歯科医 宮本 和美 ７６－０２１６ 

薬剤師 持木 葉子 ６２－０３７３ 

宇出津総合病院 ６２－１３１１ 

持木メディカルクリニック ６２－１２１０ 

珠洲警察署能登分署 緊急 110 ６２－１３３４ 

能登消防署 緊急 119 ６２－０４９２ 

柳田駐在所 ７６－００５９ 

北陸総合警備保障 ０７６－２６９－８６８６ 
夜間 ０７６－２６９－８６７０ 

能登町教育委員会 
６２－８５３７ 

ＦＡＸ ６２－８５３８ 

奥能登教育事務所 

総務課 ２６－２３４０ 

管理課 ２６－２３４２ 

指導課 ２６－２３４４ 

ＦＡＸ ２６－２３４５ 

県教員総合研修センター ０７６－２９８－３５１５ 

柳田中学校 ７６－１２１５  ＦＡＸ ７６－１２１６ 


